
パワー半導体の出荷式

県民の命を守り　三重の未来を拓く

―ふるさとを想い ふるさとのために―

一見 勝之　政策集
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三重県知事に就任させていただいてから、約３年11ヶ月が経ちました。生まれ育った大切な「ふ
るさと三重」のために、そして大事な「同胞 三重県の人たち」のために、一心不乱に全身全霊
で知事の仕事に取り組んできました。この間、三重県民の命を守り、三重県を更に発展させる
ために山積する課題に一つ一つ正面から取り組み、課題を分析し、解決のための計画を立案す
るとともに、他県知事とも討論し、国にも働きかけて補助を獲得し、県政を推進してきました。ま
た、県民の尊厳を守る数々 の条例制定にも取り組んできました。ようやく基礎はできつつありま
すが、三重の発展のためには歩みを止めるわけにはいきません。次に掲げるものは、これまで
に取り組んできた施策と今後注力する取組を10 の課題に分類し、県民の皆さんと共にどのよう
な三重県を作り上げていくのかを記載したものです。これからも明日の三重県のために挑み続
けます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年8月　    一見　勝之　
　

近い将来の発生が危惧される南海トラフ地震へ備えるため、国（海上保安庁など）での危
機管理の経験を生かし、発生が想定される４つの被害「家屋倒壊」「津波」「火災」「孤立地域」
への対策を進めてきました。引き続き、三重県民の命を守るために、対策を加速化させていき
ます。

（１）やってきたこと

①命を守る津波避難タワーの県内で残された18ヶ所の整備を促進
　（R6：３ヶ所（志摩市）完成、R7：５ヶ所（２市町）が完成予定）
②防災アプリ「みえ防災ナビ」を導入　【東海地方初】
　（R6.11.12から運用開始、R7.7月末時点のアプリ累計ダウンロード数：94,776件）
③家屋倒壊対策として、住宅の耐震補強の支援を拡充　【２年連続拡充1.5倍】
　（木造住宅の補助限度額：100万円⇒157.5万円に引き上げ）
④「いのちを守る防災・減災総合補助金」を創設
　（R7予算：約3億３千万円、1災害即応力の強化、２被災者支援の充実、３想定被害へ対応）
⑤常設のオペレーションルーム・シチュエーションルームを整備（R5.9）
　（発災直後から災害対策本部活動を迅速・的確に実施するための体制を整備）
⑥能登半島地震への対応を踏まえ南海トラフ地震対策を強化
　（発災直後よりのべ約18,000名を派遣）
　（支援活動で得た多くの「気づき・課題」を８０項目にとりまとめ）　　等

（２）やるべきこと

（ a）県民一丸となって地震に対応するための海図・羅針盤となる「南海トラ
　　フ地震対策特別措置条例（仮称）」の制定

（b）南海トラフ地震対策受援実施計画の策定と体制整備
（c）災害関連死を防ぐための市町避難所のプライバシー確保・滞在性向上（「防
　　災・減災総合補助金」の拡充）

（d）残された津波避難タワーの完成　　等

１．全ての県民の命を守る三重　～（１）防災～

能登半島被災地の視察
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２. 子ども第一の三重　～（１）子ども施策～
三重県の子どもたちが健やかに成長できるよう、「みえ子ども・子育て応援総合補助金」の

創設などによる市町への支援を進めてきました。令和７年３月に全面改正した「三重県子ども
条例」に基づき、三重の子どもが健やかに育ち、安全に安心して暮らすことができる社会の実
現に向け取組を推進していきます。

（１）やってきたこと

①県独自の「みえ子どもまるごと支援パッケージ」を予算化（R5：99億→ R7：113億）
②「三重県子ども条例」、「子どもを虐待から守る条例」を抜本改正
③学校に代わる居場所としてのフリースクール支援を予算化（R6〜：利用料を補助、 R7〜：運営経費を補助）
④子ども医療費助成の支援を強化（R5：1.3億円、 R5〜R6：2.8億円、R5〜R7：4.9億円）

⑤「みえ子ども・子育て応援総合補助金」を創設（R5〜）　　
　（R7予算は約３億3,000万円）　　等

（２）やるべきこと

（ a）「みえ子ども・子育て応援総合補助金」による好事例の横展開の実施
　　と支援の強化（保育士確保策の支援）

（b）子ども施設の改修の推進
（c）5歳児検診又はこれに相当する検診の実施のための市町の支援
（d）学校給食における地産地消実施のための支援　　等

三重県知事賞贈呈式

１．全ての県民の命を守る三重  ～（２）医療・介護～　
県民の命を守るために医療、介護は重要です。引き続き、地域医療を守る観点から、医療・

介護分野の人材確保に取り組むとともに、人口減少下における医療提供体制等の整備を推進し
ていきます。また、次の感染症に備える具体的なマニュアルの策定を行います。

（１）やってきたこと

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止
　（「みえコロナガード（ＭＣＧ）」（ R3.10）を策定、「三重

県ＢＡ.5対策強化宣言」（R4.8）を発出）　
②今後の周産期医療体制の検討を開始
③医師確保、看護師、薬剤師確保に向けた取組を着実に

推進（県外人材も含めた人材確保の強化・奨学金の返
還助成制度を創設等）

　（医師数：H24→ R4 人口10万人あたりの医師の増加数は全国９位）
　（看護師・保健師・助産師数：H26→ R6　従事者数132%）
④外国人介護人材の確保を推進
　（インドネシア保健省と「介護・看護分野の人材育成に関する覚書」を締結）　【自治体で全国初】
⑤災害時に備えた歯科診療車両の配備を支援　　等

（２）やるべきこと

（a）コロナ対策の総括を踏まえ、次の「新型感染症対策マニュアル（仮称）」を策定
（b）医師、看護師、薬剤師、介護士確保のための計画を見直し、地域偏在の是正も含めた施策を推進
（c）口腔衛生を進めるため、歯科診療車両も活用しつつ、健康寿命の延伸に向けて予防歯科を

推進　　等

新型コロナワクチン接種



4

茶畑の視察

２. 子ども第一の三重　～（２）教育～
子どもが豊かに育つ環境づくりを進め、自分らしく生き抜いていく力を育成するため、子ど

もの自己肯定感の涵養につながる取組や、いじめ防止対策、不登校児童生徒への支援、教職の
処遇改善等の取組を進めてきました。引き続き、三重の未来を担う子どもたちが、自己肯定感
を持ち、命を大切にし、希望を持ち自分の持つ力を伸ばしていく取組を推進していきます。
（１）やってきたこと

①新たな教育施策大綱を策定（R5.10）
②全国学力・学習状況調査において、児童生徒の自己肯定感が年 上々昇
　（小学校：R4（78%） → R7（86%））
③三重県総合教育会議において、「いじめ対策」を重点的に議論
④スクール・サポート・スタッフ等の専門人材・地域人材の配置を増加し、学校における働き方を推進
　（スクール・サポート・スタッフ：全校配置）
⑤フリースクールへの支援の創設と拡充　　等

（２）やるべきこと

（a）自己肯定感の涵養の推進
（ b）「いじめ対策」のための「学校 ADR（裁判手続き

によらない紛争解決手続）」の設置
（c）学びの多様化、不登校児童への対応を強化
（d）教員の働き方改革の推進
（ e）希望する児童・生徒に対して「副次的な籍（県立特別支援学校の児童生徒が、地域の小中学

校にも副次的な籍を置く取組）」導入推進　　等

街頭いじめ防止啓発活動

県内中小企業を支援するとともに、本県が強みを持つ自動車産業、半導体関連産業の振興
を行ってきました。今後も一層推進するとともに、洋上風力発電やペロブスカイト太陽電池な
ど、成長が期待されるものづくり産業の育成に取り組んでいきます。また、三重県の発展を支
えてきた農林水産業の支援も行ってきましたが、今後も農林水産業の持続的な発展を目指し、
スマート技術を活用した省力化や農地の集約化、環境変化に対応した品種開発、担い手の確保
などを進めていきます。
（１）やってきたこと

①物価高の影響を受けた中小企業や農林水産業への支援を実施　
②県内中小企業等の生産性向上や業態転換に向けた取組への支援を実施
　（R4以降1,756件　約27.7億円を支援）
③産学官が連携する「みえ半導体ネットワーク」を設立（R5.3）
④「みえスタートアップ支援プラットフォーム」を設立（R5.8）
　（新たな補助メニュー（補助率２/3）を創設）
⑤三重県農業の将来を考える懇話会（米づくり等）の設

置（R7.5）
⑥気候変動に対応した農林水産業を支援　
⑦伊勢茶振興計画～愛ある伊勢茶元気プラン～を策定

（R3.12）
⑧「Ｊクレジット制度」を活用し林業を振興　　等

３. 産業で発展する三重
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タイでの三重県フェア

今後の三重県の主要な産業となる観光分野には、令和３年以来予算を３倍増とするととも
に、組織も大幅に拡充してきました。しかし、インバウンド誘客を効果的に取り込めていな
いなど、取組はまだ道半ばです。三重県の未来を拓く観光産業の振興のために、データ分析
に基づく計画を策定し、観光インフラの整備や三重のプロモーションにより一層取り組んで
いきます。

（１）やってきたこと

①Ｇ７三重・伊勢志摩交通大臣会合を誘致　（R5.6.16-６.18）
②三重応援ポケモン「ミジュマル」とのコラボにより県内２ヵ所にポケモン公園を整備し、県内周遊

を促進
③観光庁と連携し、県内観光地のリニューアルを推進　　
④大阪・関西万博に三重県ブースを出展（R7.4.13-10.13）
　（開幕から累計400,732人が来場（8.3時点））
⑤海外ミッションや首都圏等でのプロモーションを実施
　（フランスミッションを受けて、R7に600人のフランス人観光客が三重県を訪問）
　（首都圏（JＲ東京駅）、関西圏（阪急大阪梅田駅）でサインボードを掲出）　　等

（２）やるべきこと

（a）データに基づいた「インバウンド誘客計画（仮称）」の策定
（b）「美し国・癒し旅」をキーコンセプトとした、三重の食材を活用したガストロノミーツーリズムの推

進と滞在型周遊観光の定着化
（c）観光インフラ整備の一層の推進（観光地の整備、宿泊施設の整備と高付加価値化、２次交通

の整備）
（ d）効果的な観光プロモーションの実

施（海外・東京）　　等

４. 観光立県を実現する三重

（２）やるべきこと

（a）米国関税措置等の状況変化に対応するための中小企業支援策の実施
（b）スタートアップ企業に対する拠点の設置支援や三重県実験フィールドの提供
（ c）「新みえゼロエミッション化計画（洋上風力発電ウインドファームのフィージビリティスタディ、ペ

ロブスカイト発電の社会実装等）」の着実な推進
（ d）「三重の未来農業ビジョン（仮称）」の策定に向けた農業懇話会での議論の実施（米づくり、

伊勢茶、柑橘、畜産、園芸作物等）
（e）Ｊ-クレジット制度の拡大と林業教育の推進
（f）気候変動に対応した「美し海 水産ビジョン（仮称）」の策定
（g）工業研究所の整備　　等
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５．公共交通・社会資本の充実を目指す三重

県民が安心して暮らせる生活環境を守るため、困難な状況にある子どもや家庭を支援すると
ともに、ひきこもりの支援を行い、また、物価高騰対策としての公共料金の引き下げや条例の
制定・改正などにも取り組んできました。引き続き、「誰一人として取り残さない地域共生社会」
実現を目指し続けるとともに、カスタマーハラスメント防止対策など新たな社会課題に対応す
るための条例制定を通じて、県民の尊厳を守る取組を進めていきます。

（１）やってきたこと

①補正予算や国交付金を活用して、物価高騰対策のための電気・ガス料金の引き下げを実施
②「三重県性暴力の根絶をめざす条例」を制定（R7.9予定）
③「三重県ひきこもり支援推進計画」を策定（R4.3）するとともに、４回に及ぶ「ひきこもり支援フォー

ラム」を開催
④美術館収蔵品等の充実を図るため、新たに基金への積み立てを開始（R6）
⑤第89回国民スポーツ大会の開催を要望、2035年開催の内々 定（R6）　　等

６ 住みやすく、にぎわいのある三重

志摩市ライドシェアカー出発式

30 年を超える国土交通省勤務経験や、その人脈を活かし、災害時や経済活動に重要な役割
を果たす道路、港湾等のインフラ整備を進めるとともに、東京や大阪とのアクセスを格段に
向上させるリニア中央新幹線の早期開業に向けた取組、地域交通の維持・確保や交通空白地
における移動手段の確保への支援を進めてきました。引き続き、防災、減災、国土強靱化に
も資するインフラ整備の促進や地域公共交通の確保に取り組んでいきます。

（１）やってきたこと

①Ｒ５、Ｒ６の２年連続で過去最大となる国の補正予算を獲得（一般公共）するなど、公共事業を
推進

　（R5年度補正予算：一般公共289億円、四日市港90.46億円）
　（R6年度補正予算：一般公共309億円、四日市港47.4億円）
②産業を支えるインフラ整備を促進
　（鈴鹿亀山道路の新規事業化（R4.4）、大山田 PA スマートIC（仮称）の新規事業化（R6.9）、
　四日市港（石原・塩浜地区）直轄海岸（R6.4）の新規事業化）
③リニア中央新幹線の早期開業に向けた取組を推進
④日本で初となる観光地型の日本版ライドシェアを志摩

市、伊勢市で導入
⑤公共ライドシェアの導入を促進　　　等

（２）やるべきこと

（a）災害から県民を守り、産業・観光の振興にも寄与する
社会資本整備の確実な推進とそのための地域建設産業の対応力の強化

（b）リニア新幹線の早期開業に向けた国への働きかけと三重県駅開業に伴う準備の推進
（c）高齢者や学生の移動を支援する県内公共ライドシェアの展開（９自治体→15以上の自治体）
（d）関西本線を活用した京都・奈良からの観光列車による観光客の誘致　　　等
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障がい者スポーツ選手激励

全国で初となる「三重県人口減少対策方針」を令和 5年 8月に策定し、子ども総合補助金
の創設等の子育て支援、短時間正社員制度の導入や男性の育児休業取得の促進、家事・育児の
負担軽減への支援などのジェンダーギャップ解消や希望する人へのマッチング制度の充実に取
り組んできました。今後も移住の促進や県外から三重県を応援する制度づくりを一層推進して
いきます。

（１）やってきたこと                        

①「三重県人口減少対策方針」を策定（R5.8）　【全国初】
　（全国に先駆けて「人口減少対策課」を設置。エビデンスに基づく効果的な取組を推進）
　（県庁内男性職員の育休取得率（１週間以上）の推移：（R3）53％ → （R6）92％）
②ジェンダーギャップ解消のための女性意見交換会の実施とその意見を取り入れた予算の策定
　（みえ働くサスティナラボの提言（R5）への対応：R6年度14事業（約１億円）を予算化）
　（ジェンダーギャップ解消に向けた予算：（R6）4.6億円　→（R7）5.0億円　【約10％増】）
③若者（特に女性）が働きやすい環境を整備
　（働き方改革推進奨励金を創設（ R6）。R7には「短時間正社員制度等の活用促進」を支給対

象に追加）
④積極的な移住施策を推進（移住者数：R3：541人 → Ｒ６：846人）　　等

（２）やるべきこと

（a）「ジェンダーギャップ解消基本戦略（仮称）」を策定し、ジェンダーギャッ
　　プ解消施策を推進

（b）県内人口の社会減の減少に向けて、「移住促進計画（仮称）」及び「Ｕ
　　ターン推進計画（仮称）」を策定し、施策を実施

（ c）三重県を県外等から応援する「三重県サポーター（仮称）」登録制度を
　　発足させ、副業等による各自治体の支援を充実するとともに、都市部　
　　における移住セミナーを開催　　等

７. 人口減少に挑み続ける三重

働く女性との意見交換

（２）やるべきこと

（ a）県民の尊厳を守るための実効性を伴った
「カスタマーハラスメント防止条例」を制定

（b）県内外の企業と連携し、子ども達のための
県内での美術品の展示を実施

（c）障がい者スポーツの普及を一層推進すると
ともに、県民の健康づくりを推進することに
も資するスポーツの振興、競技力の向上の推進

（d）引き続き、ひきこもり支援施策を実施するとともに、ヤングケアラー対策も推進
（e）子ども食堂等あらゆる世代に対するサードプレイスの提供を推進
（f）県民の住環境を守るための環境施策を引き続き実施
（g）戦争の記憶、四日市公害の被害を風化させない取組を継続　　等
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県民は県政の主権者です。県民サービスのより一層の利便性向上の実現に向け、県庁が真に
県民のために働く組織となるよう、組織機構の見直しを進めるとともに、適正な予算策定に取
り組むことで県財政の健全化を図りました。一方、依然として不適正な事務処理事案が発生し
ていることから、県民から信頼される県庁となるよう対策を講じていきます。

（１）やってきたこと

①県民との円卓対話を実施（R7.6月までにのべ 34回開催）
②適正な予算策定により県財政を健全化　
③観光や交通担当部局を強化　　等

（２）やるべきこと

（a）県民サービスの一層の利便性向上のための電子申請の推進
（b）行政手続等における不適切な取扱いを減少させるための研修、e-Learning の実施
（c）内部及び外部からのハラスメントを減少させるための研修及び第三者委員会の活用
（d）県民の意見を聴くための円卓対話の引き続きの実施　　等

８. 主権者である県民本位の行政サービスが提供される三重

円卓対話


